
上尾市民のための図書館を
 
 
私たちは、２０１７年１月５日、上尾市民の方3名の代理人として、上尾市の島村譲市長を被告とする訴えを提起しました。
 
この訴えは、上尾市中央図書館の移転予定地として買収した土地の購入契約およびこの土地上の建物の移転補償契約は違法・無効なもので
あることから、市の執行機関である島村市長は、市長本人および取引の相手方である土地を所有していた企業に対して、これらの費用を上
尾市に支払うように請求せよ、という判決を求めるものです。
 
上尾市は、昨年９月、この移転予定地の所有者である企業との間で、この土地を約３９１２万円で購入する契約と土地上の建物の移転等に
対する補償費として約５５９９万円を企業に対して支払う契約を締結しました。
しかし、上尾市へ売却する３年前に企業がこの土地と建物を購入した時の額は、土地が２２４２万５０００円、建物が１５７万円５０００
円、合計２４００万円でした。
 
このように、企業がこれらの物件を購入した額からすれば、市がこの企業と交わした契約の額は不当に高額なものであることは明らかです。
また、企業の建物の購入代金からも明らかなように、この建物の利用価値が小さく、わざわざ移転してまで残す必要がないものでした。そ
れにもかかわらず、その移転のために市は高額な補償費を支払う契約を結んでいます。
さらに、この移転予定地は、現在の上尾市中央図書館よりも最寄りの駅からの距離が遠くなり、移転によって利用が不便になってしまうな
ど、この移転計画には、そもそも移転する必要があるのか疑われる事情が多々あります。
 
このように、上尾市が図書館の移転にあたって企業と取り交わした二つの契約は不合理なものであり、違法・無効なものです。そして、こ
のような上尾市の行為は、市民の方々が治めた税金を不当に支出する許しがたい行為です。
私たちは、上尾市の財政の健全化を図るために、原告の３名や原告の方々を支援する「上尾の図書館を考える会」の皆さんとともに闘って
いきます。
 
また、私事ですが、これが私の新人弁護士として訴訟提起第1号です。
弁護士として初めて訴状に名を連ねた事件として私の記憶に残る事件となると思いますが、上尾市民の皆さんと力を合わせて勝訴をつかん
でよい思い出となる第1号にするべく励んで参ります。
 
 
弁護士　鈴木　満
 
 
 

https://saitamasogo.jp/archives/69178


埼玉土建の旗びらきに参加しました
埼玉土建（埼玉土建一般労働組合）から新年の旗びらきにお招き頂き、
1月12日、当事務所から、髙木、竹内、古城、鈴木、鴨田の弁護士５名が参加させて頂きました。

様々な団体の方からご挨拶がありましたが、今年は衆議院の解散・総選挙があるかもしれず、それに備えて平和憲法を守り、労働者の待遇
改善、格差と貧困の拡がりをストップさせるための運動を多くの方と一緒に盛り上げていこうということがみなさんの共通認識になってい
ることが確認できました。

そのほか、会合では、アトラクションとして踊りや殺陣の披露、寅さんのそっくりさんの登場もあり、非常に盛り上がりました。
 
 
 
 
弁護士　鴨田　譲
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継続は力なり
年が明けました。
 

毎年、年始には何か新しいことを始めたくなるものです。
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そして、何かを心に決めるのですが・・・いつの間にか忘却の彼方へ。

でも、そんな自分に見切りをつけることなく、今年も始めました。
（なんだ、そんなこと！と言われそうなので、詳細は省きます。）

まずは、次回コラムを書くときまで、続けることが目標です。

 

弁護士　谷川　生子

 

1/28 日弁連シンポ「バス事故はなぜ？繰り返される事故の
原因と対策を考える」市民集会のご案内
２０１６年１月１５日、長野県の軽井沢町の国道において、大学生等を乗せた大型スキーバスが、道路脇に転落し、乗員・乗客４１人中
１５人が亡くなるという悲惨な事故が発生してから、１年。
日弁連が、「バス事故はなぜ？繰り返される事故の原因と対策を考える」市民集会を開催します。参加無料、申込み不要です。
ゼミ生を亡くされた尾木直樹さんの報告、北海学園大学教授の川村雅則さんの講演、労働現場からの報告などが予定されています。

日時：２０１７年１月２８日（土）　午後１時３０分～午後４時３０分
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場所：弁護士会館２階　講堂クレオＢＣ →会場地図
（千代田区霞が関１－１－３　地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線　「霞ヶ関駅」Ｂ１－ｂ出口直結）
参加費・受講料無料

内容（予定）
基調講演：川村雅則氏（北海学園大学教授）
「繰り返されるバス事故と、その背景を考える～交通労働の改善に向けて」
尾木直樹氏（法政大学教職課程センター長・教授）からの発言
宮原修平氏（ＮＨＫスペシャル「そしてバスは暴走した」担当記者）からの報告
労働現場からの報告
国土交通省担当官からの報告

主催：日本弁護士連合会
お問い合わせ先：日本弁護士連合会 人権部人権第一課　ＴＥＬ　０３－３５８０－９８５７

（最近の関連報道）
東京新聞　軽井沢のバス事故１年　犠牲の法大・西原さん母手記
西原さんのご遺族「悲惨な事故が二度と起きないようにするためにはどうしたらいいのか、世の中すべての人が考えてくれることを望みま
す。」
日本経済新聞　軽井沢バス事故 15日で１年　遺族「泣かぬ日ない」
信濃毎日新聞　被害学生　いまだ回復途上　軽井沢バス事故　尾木教授語る
ＮＨＫ　スキーバス事故から１年　命取り留めた若者は…
尾木直樹さん「…みんなが幸せで、みんなの命の安全が守れるように動いているのか、もうちょっと視野を広く、深く突っ込んで、物事見
ていくふうになってもらえるといいなと思う。」
朝日新聞　娘の手帳、父の背中押した言葉　軽井沢バス事故１年
ＮＨＫ　軽井沢バス事故から１年 友人らが現場で献花し追悼

 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201701/CK2017011302000131.html
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG12H5C_S7A110C1CC1000/
http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20161220/KT161219FTI090013000.php
http://www9.nhk.or.jp/nw9/digest/2017/01/0112.html
http://www.asahi.com/articles/ASK1G5J36K1GUTIL01G.html
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170115/k10010839841000.html
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1/24学習会「拡大する住まいの貧困と住宅セーフティネット」
 
 
公正な税制を求める市民連絡会（共同代表：宇都宮健児弁護士ら）の第８回学習会が１月２４日に開催されます。テーマは「拡大する住ま
いの貧困と住宅セーフティネット」です。
 
 
  テーマ：拡大する住まいの貧困と住宅セーフティネット
  日　時：２０１７年１月２４日（火）１８：３０～２１時
  場　所：主婦会館プラザエフ３階　（ＪＲ四ッ谷駅徒歩１分）－アクセス－
  講　師：稲葉　剛（一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事・立教大学大学院特任准教授）
 
 
「住居は暮らしの器」と言われるように、適切な居住こそが幸せを実現します。
ところが、社会全体が貧困で住居が確保できなければ、「住居が無く、生きていけない」状況に陥ることになります。高度経済成長を経て
豊かな社会を実現したはずでしたが、バブル経済崩壊後の四半世紀は日本社会では人々がいとも簡単に「住居が無く、生きていけない」状
況に陥ることを示しています。
 
本学習会では、居住の本質に立ち返り「居住福祉」の実態とわが国が居住福祉に充てられるべき財政のあり方を学習します。ぜひ、ふるっ
てご参加ください。
 
 
＊資料代５００円　事前申込不要
 
 
主　催：公正な税制を求める市民連絡会
事務局連絡先：弁護士　猪股正　さいたま市浦和区岸町7-12-1東和ビル4階　埼玉総合法律事務所  ℡048-862-0355
　fax048-866-0425
 
チラシのダウンロードは　→　こちら
 

https://saitamasogo.jp/archives/69128
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年末年始　営業時間のご案内
 
当事務所は下記期間を年末年始休暇とさせていただきます。

ご不便をお掛けいたしますが、予めご了承下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

  2016年12月29日(木)～2017年1月4日(水)

年内は2016年12月28日(水)は17時まで、
年明けは2017年1月5日（木）は9時より平常通り営業いたします。

 

 

忘年会
12月になって、忘年会でお酒を飲む機会が増えました。

これまで特に対策をせずに飲んでいましたが、少しお酒が残るか心配な時があり、最近、ウコンの入った酔い止め飲料を飲み始めました。
お酒と一緒に、お水を頼むようにもなりました。

でも、そんな対策すると、安心してさらに飲んでしまいます。
そしてお酒が残らなくなっても、飲む量が増えると、お腹に贅肉が残ります。
それも忘れてこそ、忘年会なんでしょうか。

今年１年を無事に送ることのできた感謝の気持ちだけは忘れないように、残り後半戦の忘年会も頑張りたいと思います。

弁護士　月岡　朗
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生活苦でも差押え・明日ホットライン（埼玉新聞記事）
税金を滞納した自分が悪いと頭を下げながら、勇気を出して新聞でコメントしていただいたおふたりに感謝しています。
①　夫と２人暮らしの女性（いずれも６０代）。妻は体調を崩し働けず、収入は夫の手取２８万円の給与のみ。家賃だけで７万かかる。こ
の世帯に、月額２０万円の差押え承諾書を書かせようとする。
②　国保料を滞納し生活苦を訴える６８歳男性に対し「税金を滞納している奴は生活保護は受けられない。そんなことも知らないのか。」
と怒鳴り、絶望へと追い込む取立て

いずれも、人の命を奪いかねない、「非人道的な行為」であると言わざるを得ません。
拡大する貧困・格差、逆進的な社会保険料、人間の尊厳を軽んじる国や行政のあり方などに関わる社会の構造的な問題であり、自治体だけ
の問題ではありません。

＜税金・国保料　滞納・差押ホットライン＞
日時：１２月２０日（火）１０時～２０時
電話：フリーダイヤル　０１２０－０２２０５２(相談無料）

多くの方にお知らせください。
チラシ等は→　こちら
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毎日届けられる贈り物
反貧困ネットワーク埼玉では、生活保護を利用して生活している方が、ちょっと一息ついてほっとできる場所、そして生活保護を利用する
人と支援をする人が交流できる場所、「つながるカフェ」を、月１回、埼玉総合法律事務所の３階で、開催しています。
１２月の次回「つながるカフェ」では、ささやかなクリスマス・ビンゴ大会が予定されています。

みなさんに、景品の提供をお願いしたところ、少しずつ、毎日、私の元に、プレゼントの袋が届けられています。
お菓子、お茶、洗剤、花粉症におすすめのティッシュ、化粧品、アロマオイル、レトルトパック、５キロのあきたこまち…………いろんな
ものが、
消費生活相談員の方、臨床心理士さん、労働組合の人、埼玉総合法律事務所の事務員の人……いろんな人から。
贈り物をお届けいただいたみなさん、本当にありがとうございます。
何にしようかとあれこれ思いめぐらし、袋に詰め込み、足を運んでいただいて、本当にありがとうございます。
信頼や共感より、無関心や不信感・不寛容が広がりつつあるような世の中で、疲れを感じることもありますが、
この贈り物に癒やされています。忙しさの中で、忘れていた「朝起きたら考える事」（ニーチェ）を思い出しました。

１２月の「つながるカフェ」クリスマス・ビンゴ大会まで、あと１週間。
楽しみです。

弁護士　猪　股　　正
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食品ロス
食糧についてあるシェフのお話を聞く機会がありました。
お店から出る生ごみをすべて、リサイクルシステムを導入し堆肥化しているお店のシェフです。
食べ残しではなく野菜の皮や魚をさばいた時の皮や骨など生ごみ処理機で堆肥化、できた肥料を契約農家さんが使用。
できた野菜はお店で引き取り、お店で料理を提供する、また出た生ごみは堆肥化するというサイクルを確立されています。

現在日本は年間5,800万トンの食糧を輸入、そのうち1,700万トン廃棄処分していると言われています。
本来食べられるのに捨てられている「食品ロス」は、年間約500～800万トン、これは世界全体の食料援助量（約400万トン）の
約2倍相当するというお話でした。

家庭から出される生ごみの約4割は食べ残しで、その半分は手つかずで捨てられた食品であり、さらにその4分の1は賞味期限前のものが
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含まれているそうです。

賞味期限はおいしく食べられることを保証する期限、消費期限は腐敗などの劣化に伴う衛生上の危険が発生するおそれがないと認められる
期限。
メーカーは賞味期限を７割に設定しているところが多いそうです。１００日間の賞味期限だったとしても７０日間で設定し販売。賞味期限
が過ぎていても食べることはできます。
消費期限は保存試験を受けての期限なのでこの期限を過ぎると安全の保証はなくなるでしょうとのお話でした。
消費期限は守ったほうが良い、賞味期限があいまいで、このあいまいが「食品ロス」につながるそうです。
「みなさん特売だからと言って必要のない量を買っていませんか？」との問いにドキッとしました。

野菜は保存方法を知っていれば「ロス」になりません。保存方法を勉強し家庭から出るゴミを減らしたいですね。
私は家庭用生ごみ処理機を検討中。「食品ロス」をなくすために家庭でできることを考えていきたいです。

事務局　竹前

お話しを聞いたレストランのお料理
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